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衆
議
院
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員
松
原
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君
提
出
「
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同
親
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」
制
度
の
導
入
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
「
共
同
親
権
」
制
度
」
の
内
容
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
一
般
に
、
父
母
の
離
婚
後
も
父
母
が
共
に

親
権
者
と
な
る
こ
と
を
認
め
る
制
度
（
以
下
「
離
婚
後
共
同
親
権
制
度
」
と
い
う
。
）
を
導
入
し
た
場
合
に
は
、
父
母
が
離

婚
後
も
子
の
養
育
に
積
極
的
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
一
方
で
、
子
の
養
育
に
つ
い
て
適
時
に
適
切
な
合

意
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
子
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

離
婚
後
共
同
親
権
制
度
に
関
し
て
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
成
立

後
、
法
務
省
に
お
い
て
、
一
般
財
団
法
人
比
較
法
研
究
セ
ン
タ
ー
に
委
託
す
る
な
ど
し
て
諸
外
国
の
親
権
制
度
の
調
査
研
究

等
を
行
っ
て
き
た
。

二
の
�
に
つ
い
て

特
別
養
子
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
諮
問
第
百
六
号
に
は
、
離
婚
後
共
同
親
権
制
度
の
当
否
に
関
す
る
内
容
は
含
ま
れ
て

い
な
い
。

一



二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

父
母
の
離
婚
後
に
お
け
る
親
権
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
親
子
法
制
に
関
す
る
検
討
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
が
、
そ
の
検
討
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
法
制
審
議
会
に
諮
問
を
す
る
か
否
か
を
含
め
、
現
時
点
で
は
未
定
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
平
成
二
十
三
年
の
民
法
第
七
百
六
十
六
条
改
正
」
に
つ
い
て
は
、
法
制
審
議
会
へ
の
諮
問
か
ら
答
申
ま
で
の

期
間
は
、
約
一
年
で
あ
っ
た
。

二


